
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
規

則

〇
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

　

る
規
則 

（
食
と
暮
ら
し
の
安
全
推
進
課
）　

　

一

〇
だ
れ
も
が
住
み
よ
い
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
地
域
福
祉
課
）　

　

三

 
告

示

〇
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請 

（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
促
進
室
）　

　

三

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届
出

　

（
二
件
） 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

四

〇
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
変
更
の
認
可 

（
都
市
計
画
課
）　

　

四

 
公

告

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了 

（
建
築
宅
地
課
）　

　

四

 
規

則

　

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
二
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
九
号

　
　
　

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
宮
城
県
規
則
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　

第
九
条
第
一
項
中
「（
様
式
第
九
号
）」
を
「（
様
式
第
十
一
号
）」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

　

第
八
条
中
「
様
式
第
八
号
」
を
「
様
式
第
十
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。

　

第
七
条
第
一
項
中
「（
様
式
第
六
号
）」
を
「（
様
式
第
八
号
）」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「（
様
式
第
七
号
）」
を

「（
様
式
第
九
号
）」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

　

第
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
様
式
第
四
号
」
を
「
様
式
第
六
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
様
式
第
五
号
」
を

「
様
式
第
七
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
す
る
。

　

第
五
条
第
二
項
中
「
様
式
第
三
号
」
を
「
様
式
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
条
と
す
る
。

　

第
四
条
中
「（
様
式
第
二
号
）」
を
「（
様
式
第
四
号
）」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
と
す
る
。

　

第
三
条
第
一
項
中
「
様
式
第
一
号
」
を
「
様
式
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
条
と
し
、
第
二
条
の
次
に
次
の
一

条
を
加
え
る
。

　

（
犬
又
は
ね
こ
の
引
取
り
）

第
三
条　

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
三

十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
犬
又
は
ね
こ
の
引
取
り
を
求
め
る
飼
い
主
は
、
知
事
に
犬
又
は
ね
こ
の
引
取
り
依
頼

申
請
書
（
様
式
第
一
号
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

法
第
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
所
有
者
の
判
明
し
な
い
犬
又
は
ね
こ
の
引
取
り
を
求
め
る
者
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
犬
又
は
ね
こ
の
引
取
り
を
求
め
る
者
」
と
い
う
。）
は
、
知
事
に
所
有
者
の
判
明
し
な
い
犬
又
は
ね

こ
の
引
取
り
依
頼
申
請
書
（
様
式
第
二
号
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
犬
又
は
ね
こ
の
引
取
り
を

求
め
る
者
の
依
頼
に
よ
り
警
察
本
部
又
は
警
察
署
（
以
下
「
警
察
署
等
」
と
い
う
。）
で
犬
又
は
ね
こ
を
一
時
的
に

預
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
犬
又
は
ね
こ
を
警
察
署
等
か
ら
引
き
取
る
と
き
は
、
警
察
職
員
が
犬
又
は
ね
こ
の

引
取
り
を
求
め
る
者
か
ら
犬
又
は
ね
こ
を
一
時
預
か
る
際
に
作
成
し
た
書
類
の
写
し
を
も
っ
て
所
有
者
の
判
明
し
な

い
犬
又
は
ね
こ
の
引
取
り
依
頼
申
請
書
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

様
式
第
九
号
中
「（第

９
条
関
係

）」
を
「（第

条
関
係

）」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
一
号
と
す
る
。

　

様
式
第
八
号
中
「（第

８
条
関
係

）」
を
「（第

９
条
関
係

）」
に
、 

を 

に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
号
と
す
る
。

　

様
式
第
七
号
中
「（第

７
条
関
係

）」
を
「（第

８
条
関
係

）」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
九
号
と
す
る
。

10

「

職　
　

名

氏　
　

名

生
年
月
日

 

動
物
愛
護
監
視
員
証
明
書　

」

「
 

動
物
愛
護
監
視
員
証
明
書　

所　
　

属

職　
　

名

氏　
　

名

生
年
月
日

」

写　
　

真

（1）　 平成20年２月26日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第1936号　　 
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(毎週火，金曜日発行)



　

様
式
第
六
号
中
「（第

７
条
関
係

）」
を
「（第

８
条
関
係

）」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
八
号
と
す
る
。

　

様
式
第
五
号
中
「（第

６
条
関
係

）」
を
「（第

７
条
関
係

）」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
七
号
と
す
る
。

　

様
式
第
四
号
中
「（第

６
条
関
係

）」
を
「（第

７
条
関
係

）」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
六
号
と
す
る
。

　

様
式
第
三
号
中
「（第

５
条
関
係

）」
を
「（第

６
条
関
係

）」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
五
号
と
す
る
。

　

様
式
第
二
号
中
「（第

４
条
関
係

）」
を
「（第

５
条
関
係

）」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
四
号
と
す
る
。

　

様
式
第
一
号
中
「（第

３
条
関
係

）」
を
「（第

４
条
関
係

）」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
三
号
と
し
、
同
様
式
の
前

に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

 

第1936号　平成20年２月26日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）
様
式
第
１
号
（
第
３
条
関
係
）

年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

申
請
者
　
住
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

連
絡
先
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

 

犬
又
は
ね
こ
の
引
取
り
依
頼
申
請
書

　
下
記
の
と
お
り
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
第
35条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
引
取
り
を
求
め
ま
す
。

記

　
１
　
引
取
り
動
物

　
　
合
　
計
　
　
犬
　
　
　
　
　
　
頭

　
　
　
　
　
　
　
ね
こ
　
　
　
　
　
頭

　
２
　
飼
養
で
き
な
い
理
由
（
新
た
な
飼
い
主
が
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
理
由
な
ど
）

　
３
　
当
該
動
物
が
人
畜
に
危
害
を
加
え
た
事
実
の
有
無

　
　
　
有
（
　
　
年
　
　
月
　
　
日
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）・
無

　
　
　
　
収
入
証
紙
貼
付
欄
　
　
　
　

備
考（
特
徴
等
）

年
　
齢

性
　
別

毛
　
色

体
　
格

種
　
類

犬
・
ね
こ
の
別

�����

�����
法
人
に
あ
っ
て
は
，
主
た
る
事
業
所
の

所
在
地
，
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名



　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

だ
れ
も
が
住
み
よ
い
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
二
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
十
号

　
　
　

だ
れ
も
が
住
み
よ
い
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

だ
れ
も
が
住
み
よ
い
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
（
平
成
八
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
第
五
号
の
表
中 

を 

に

改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
六
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人

の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
二
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
東
北

１　

代
表
者
の
氏
名 

布
施　

龍
一

２　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

石
巻
市
蛇
田
字
下
中
埣
十
四
番
一
号

３　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
消
費
者
に
対
し
て
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
（
公
正
取
引
）
商
品
の
普

及
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
発
展
途
上
国
で
作
ら
れ
た
作
物
や
製
品
を
適
正
な

価
格
で
、
継
続
的
に
取
引
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
産
者
の
持
続
的
な
生
活
向

「
　

駐
車
場
法
第
十
二
条
の
規
定
に

よ
る
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
施
設

」

「
　

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等

の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
八
年
法
律
第
九
十
一
号
）

第
二
条
第
十
一
号
に
規
定
す
る
特

定
路
外
駐
車
場

」

（3）　 平成20年２月26日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第1936号　　 
様
式
第
２
号
（
第
３
条
関
係
）

年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

申
請
者
　
住
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

連
絡
先
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

 

所
有
者
の
判
明
し
な
い
犬
又
は
ね
こ
の
引
取
り
依
頼
申
請
書

　
下
記
の
と
お
り
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
第
35条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
所
有
者
の
判
明
し
な
い
犬

又
は
ね
こ
の
引
取
り
を
求
め
ま
す
。

記

　
１
　
引
取
り
動
物

　
　
合
　
計
　
　
犬
　
　
　
　
　
　
頭

　
　
　
　
　
　
　
ね
こ
　
　
　
　
　
頭

　
２
　
拾
得
し
た
日
時
，
場
所
，
状
況
な
ど

　
　
　
日
　
時

　
　
　
場
　
所

　
　
　
状
　
況

　
　
　
そ
の
他

備
考（
特
徴
等
）

年
齢（
推
定
）

性
別

毛
　
色

体
　
格

種
　
類

犬
・
ね
こ
の
別

�����

�����
法
人
に
あ
っ
て
は
，
主
た
る
事
業
所
の

所
在
地
，
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名



上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

４　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
年
二
月
八
日

二　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

国
際
福
祉
ネ
ッ
ト
み
や
ぎ
・　
21

１　

代
表
者
の
氏
名 

佐
藤　

幹
雄

２　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

仙
台
市
青
葉
区
小
田
原
六
丁
目
一
番
八－

五
〇
四
号

３　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
国
際
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
及
び
日
本
語
学
習
を
希
望
す
る
外
国
人
及

び
日
本
語
教
師
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
希
望
す
る
人
た
ち
を
対
象
と
し
て
、
正
し
い

日
本
語
を
教
授
す
る
こ
と
に
よ
り
日
本
語
教
育
の
質
の
向
上
と
人
材
養
成
を
行

い
、
関
連
す
る
各
種
団
体
に
対
し
て
の
支
援
活
動
と
国
際
交
流
を
通
じ
て
日
本

語
教
育
の
普
及
発
展
と
国
際
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
普
及
に
寄
与
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

４　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
年
二
月
十
二
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
七
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
二
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
八
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
二
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
九
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
二
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

大
崎
市

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

古
川
都
市
計
画
道
路
事
業

　

２　

名
称

　
　
　

三
・
四
・
四
号　

李
埣
飯
川
線
及
び
三
・
五
・
七
号　

大
崎
大
通
線

三　

事
業
施
行
期
間

　
　

平
成
八
年
一
月
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　
　
　

変
更
な
し

　

２　

使
用
の
部
分

　
　
　

な
し

 
公

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
平
成
二
十
年
二
月
二
十
日
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
二
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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事

業

所

番

号

〇
四
一
五
五
〇
〇
四
四
六

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

総
合
ラ
イ
フ
サ
ー
ビ
ス
介
護
事

業
所
仙
台
市
泉
区
館
六
丁
目
四－

二

十

設　

置

者

名

有
限
会
社
総
合
ラ
イ
フ
サ
ー

ビ
ス

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
年

一
月
三
十
一
日

事

業

所

番

号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

廃
止
し
た
指
定
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス

設
置
者
名

廃
止
年
月
日

〇
四
一
一
一
〇
〇
一
二
六

〇
四
一
二
二
〇
〇
二
九
七

セ
ン
ト
ケ
ア
岩
沼

岩
沼
市
中
央
一
丁
目
四

－

三
十
二

セ
ン
ト
ケ
ア
大
河
原

柴
田
郡
大
河
原
町
字
町

五
十
五
番
地
二
号

サ
ウ
ス
ロ
ア
ヴ
ェ
ー
ル

店
舗
一
〇
一
号
室

行
動
援
護

行
動
援
護

セ
ン
ト
ケ
ア
宮

城
株
式
会
社

セ
ン
ト
ケ
ア
宮

城
株
式
会
社

平
成
二
十
年

一
月
三
十
一

日平
成
二
十
年

一
月
三
十
一

日
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一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

岩
沼
市
小
川
字
新
河
原
十
六
番
三
、
十
七
番
三
、
十
八

番
三

　

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
八
番
地
八

　
　
　
　
　

株
式
会
社
セ
ブ
ン－

イ
レ
ブ
ン
・
ジ
ャ
パ
ン


